
令和６年１０月２８日 
カシオ健康保険組合 加入者（被保険者・被扶養者）各位 
 

− 保険証の廃止・マイナ保険証への切り替えに伴う − 
『資格情報のお知らせ』の配布のお知らせ 

 
平素より、健康保険組合の業務運営にご協力いただき、大変ありがとうございます。 
来たる、12/2 からの保険証の新規発行の終了とマイナ保険証への切り替えに伴い、11 月中に『資格
情報のお知らせ』を配布します。お知らせは、下記、加入者全員に各所属部門を通じて（任意継続の
方には郵送にて）配布しますので、お受け取りと内容の確認をお願いいたします。 
 

記 
 
１．配布物名称 『資格情報のお知らせ』（以降『お知らせ』と記載） 
２．配布形態  窓付き封筒にて、被保険者・被扶養者の『お知らせ』とマイナ保険証関連のパンフ

レットを同梱 （次ページのサンプルを参照ください） 
３．配布対象者 令和 6 年 9 月 24 日現在での、カシオ健康保険組合加入者（被保険者、被扶養者）

全員 ※ただし、マイナンバーを提出していない方を除く 
４．配布目的  厚生労働省の指示のもと、以下目的にて『お知らせ』を配布します。 

（１）保険証のマイナ保険証への移行に伴い、加入者のマイナンバー登録内容に間違いや 
漏れがないか（マイナ保険証を使える状態にあるか）を確認いただくため 

（２）マイナンバーカードの券面には、現保険証の加入者情報（記号・番号）の記載がな 
いため、改めて記号・番号をお知らせしお持ちいただくため 

５．確認依頼  『お知らせ』に記載の情報、特にマイナンバーの下四桁に間違いがないか、ご確認 
下さい。記載内容に誤りがある場合は、カシオ健康保険組合までご連絡下さい。 

６．その他 
・令和 6 年 9 月 25 日以降に加入された方には、今回の配布とは別に、後日配布いたします。 

（改めてご案内いたします） 
・現保険証の有効期間は、発行終了後 1 年間（令和 7 年 12 月 1 日まで）となります。有効期間

中は現保険証での受診等これまでどおり可能ですが、早めのマイナ保険証への切り替えをお願
いいたします。 

７．関連情報  マイナ保険証関連の情報、切り替え方法等について詳しくは、厚生労働省等の下記
ページをご参照下さい。 

◆厚生労働省（マイナンバーカードの健康保険証利用について） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 

◆マイナポータル 
    https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 
 
▶お問い合わせ・ご連絡は、下記、カシオ健康保険組合までお願いします。 

TEL：  03-5334-4263 （ 担当：森 ） 
MAIL： kenpo-tekiyou@casio.co.jp 



■「資格情報のお知らせ」（サンプル）      ■同梱の案内 

 
 
■同梱のパンフレット 

 


